
９／２３（土）の行事

報道発表資料の配付日時 ９月１５日（金）１５時００分

発 表 項 目 【北海道×損害保険ジャパン株式会社】
（ 行 事 名 ） 「シニアドライバー向け安全運転講習会」の開催について

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

【ポイント】
概 要 北海道と包括連携協定を締結している損害保険ジャパン株式会社との

協働事業として、昨今社会問題となっているシニアドライバーが
加害者となる痛ましい事故の減少と、シニアドライバーの運転寿命の
延伸を目的とした、安全運転講習会を開催します。

１ 日時
令和５年（2023年）９月２３日（土）９：３０～１２：００

２ 場所
旭川運転免許試験場（旭川市近文町１７－２６９９－５）

３ 主催
北海道、損害保険ジャパン株式会社

４ 後援
北海道警察、トヨタ系販売店６社

５ 式次第
⑴ 開会式（９：３０～）

主催者挨拶
後援者挨拶

⑵ 研修パート（９：４０～）
安全運転講習会

⑶ 体感パート（１０：３０～）
安全運転サポート車の試乗体験

⑷ 閉会式（１１：５０～）
閉会挨拶

※ 講習会の詳細につきましては、添付の損害保険ジャパン株式会社のリリ
ース資料（以下「リリース資料」）を御参照ください。

参 考 道と損害保険ジャパン株式会社は、平成３０年（2018年）２月に包括連携
協定を締結し、交通安全に関する事項を含む７つの分野での協働事業を行っ
ています。
本講習会は、旭川市では４回目（令和元年、令和２年、令和４年）に開催

しています。

報 道 ( 取 材 ) シニアドライバー向けの交通事故防止について広く周知してもらうため
に 当 た っ て に、現地での取材をよろしくお願いいたします。
の お 願 い 取材される場合は、別紙１取材申込書により、９月２１日（木）までに、

ＦＡＸで損害保険ジャパン株式会社北北海道支店あてにご連絡いただくよう
お願いします。

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所) 道政記者クラブ
と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 上川総合振興局保健環境部 環境生活課長 太田 剛

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ０１６６－４６－５１２８ 内線２９５０



令和５年９月１５日 

報道関係者各位 

損害保険ジャパン株式会社 

シニアドライバー向け安全運転講習会の開催 

北海道と『包括連携協定』に基づき協業 
 

 

 

 

 

 

 

１．背景 

・平成３０年２月に締結した『包括連携協定』の７つの分野のうち「（４）交通安全に関する事項」に基づいてシニア 

ドライバー向けの安全運転講習会を実施することで、北海道主要施策の周知、普及啓発を図ります。 

・本取組みの後援として、９月２３日に開催する旭川地区では、旭川市内のトヨタ系販売店６社様にサポカーのご提供

をいただきます。また、北海道警察様に後援いただき、安全運転講習会会場のご提供など、ご支援いただきます。 

 ※７つの分野の詳細は以下をご参照ください。 

平成３０年２月９日「北海道との『包括連携協定』の締結について」 

  https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files/topics/2017/20180209_1.pdf 

 
２．概要 

①「見る能力（静止視力・動体視力）」や「注意力の再確認」により、シニアドライバーの事故の現状や、高齢化に伴

う身体の変化を実感いただくことを通じて安全運転への意識を高め、あわせて②安全運転サポート車（以下、サポカー）

を体験いただき、最新技術による事故防止の有用性の理解と普及促進を通じて高齢者が加害者となる事故を減らす支援

活動を知ってもらうとともに、安全運転について考えてもらう機会などをご提供いたします。 

 

（１）．日 時  令和５年９月２３日（土）９：３０～１２：００ 

（２）．場 所  旭川運転免許試験場（北海道旭川市近文町１７―２６９９―５） 

（３）．主催   北海道庁・損保ジャパン 

（４）．後援   北海道警・トヨタ系販売店６社 

（５）．出席者  北海道上川総合振興局 保健環境部環境生活課 道民生活係長  福井 拓郎 様 

損保ジャパン 北北海道支店 支店長             大野 昌彦 

旭川自動車法人支社支社長    別井 浩一郎 

旭川自動車法人支社社長代理   金成 優介 

旭川自動車法人支社主任     近藤 優太   

北海道警察旭川方面本部 交通課 課長補佐                   多田 純彦 様 

 

トヨタカローラ道北株式会社   様    旭川トヨタ自動車株式会社     様 

旭川トヨペット株式会社       様     ネッツトヨタ旭川株式会社     様 

ネッツトヨタたいせつ株式会社 様    トヨタカローラ旭川株式会社   様   

 

（６）式次第（予定） 

  １．０９：３０～開会式    主催者挨拶、後援者挨拶 

  ２．０９：４０～研修パート  安全運転講習会 

  ３．１０：３０～体感パート  安全運転サポート車の試乗体験 

  ４．１１：５０～閉会式    閉会挨拶 

 

■本件に関するお問い合せ先 

 損害保険ジャパン 北北海道支店 （担当）言水（ごんすい）・水口（みずぐち） 

ＴＥＬ： 0166（ 26 ）2247 ／ ＦＡＸ： 0166（ 27 ） 0055 

以 上 

 

損害保険ジャパン株式会社（取締役社長：白川 儀一、以下「損保ジャパン」）は、北海道（知事：鈴木 直道）

と平成３０年２月に締結した『包括連携協定』に基づく協働事業として、昨今社会問題となっているシニアドラ

イバーが加害者となる痛ましい事故の減少と、シニアドライバーが安全に運転できる運転寿命の延伸を目的とし

たシニアドライバーを対象とする安全運転講習会を道内トヨタ販売店と開催します。 



別紙１ 

 

【９月２１日（木）までにＦＡＸ願います ０１６６－２７－００５５】 

 

＊ご取材いただける記者さま 

誠に恐縮ではございますが、当日の準備の関係上、９月２１日（木）１２:００までに 

以下の参加申込書にてご連絡いただきますようよろしくお願いします。 

※当日お名刺を１枚ご提示いただきたく、ご準備いただければ幸いです。 

 

 

～シニアドライバー向け安全運転講習会の取材～ 
 

 取 材 申 込 書  

 

 

９月２３日（土）『シニアドライバー向け安全運転講習会』に出席します。 

 

損害保険ジャパン株式会社 

北北海道支店 言水・水口 行き 

 

 

媒体名                           

   

 

ご所属部署名                        

 

 

ご芳名                           

 

 

携帯番号                          

※当日の予定変更などがあった場合などの緊急のご連絡を想定して 

 おります。携帯電話の記載にご協力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

 

 

 

 

２０１８年２月９日 

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

 

北海道との『包括連携協定』の締結について 

 

 損害保険ジャパン日本興亜株式会社（社長：西澤 敬二、以下「損保ジャパン日本興亜」）は、 

道民サービスの向上や地域活性化に関する取り組みを相互協力のもとに推進するため、２０１８年２月９日、北海道（知

事：高橋 はるみ）と『包括連携協定』を締結したことをお知らせします。 

 

１． 背景・経緯 

・損保ジャパン日 本興亜は、これまで大切にしてきた、道民・行政・ＮＰＯ / ＮＧＯなど、 

さまざまなステークホルダーの皆さまとの協働を通じ、「よりよいコミュニティ・社会を 

つくること」をＣＳＲ（企業の社会的責任）の重点課題のひとつとしています。 

・損保ジャパン日本興亜は、北海道内トップシェアの損害保険会社として、地域と産業の安定的 

繁栄を支援するノウハウを活かし、道民の皆さまへのさらなるサービスの向上と地域の活性化 

に貢献するため、このたび北海道との包括的な連携協定に至りました。 

 

２．協定の目的 

  北海道と損保ジャパン日本興亜は、相互に緊密な連携を図ることにより、北海道内における 

「活力と潤いのある地域づくり」を推進し、地域のより一層の活性化および道民サービスの向上    

を図ります。 

 

３．協定の主な内容 

  損保ジャパン日本興亜の強みや特徴が活かせる以下の７分野において連携を行います。 

（１） 防災・減災、災害時の支援に関する事項 

（２） 観光・交流、インバウンドの推進に関する事項 

（３） 女性活躍推進に関する事項 

（４） 交通安全に関する事項 

（５） 海外進出企業の支援に関する事項 

（６） 芸術・文化の振興に関する事項 

（７） その他双方が必要と認める事項 

 

４．今後について 

損 保 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 は 、 今 後 も 地 方 自 治 体 と 連 携 し 、 各 地 域 が そ れ ぞ れ の 特 徴 を 

活かした自立的で持続的な社会を創出することに貢献していきます。 

 

以上 

 


